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【総務部総務課】

　総務係主査～小畑孝尚

【総務部税務課】

　資産税係主査～青山晃一

【総務部財政課】

　管財係長～栗谷雄介

【企画部企画課】

　企画課長～熊谷康弘

　企画振興係長～土井大輔

【企画部美しいまちづくり課】

　美しいまちづくり課参事　　　

　～山崎俊彦

【企画部情報課】

　情報課主幹（広報広聴担当）　

　～大畑裕貴

　情報課主幹（秘書担当）　　　

　～高田訓之

人 事

４月１日付け

人事異動（主査以上）

　今年度の自動車税・軽自動車税

納付書は、5 月上旬に発送され、

納期限は、5 月 31 日（月）です。

忘れずに納めましょう。　　　　

　また、今年から当別町の軽自動

車税もコンビニや郵便局で納めら

れるようになりましたので、ご利

用ください。　　　　　　　　　

◆夜間納税相談窓口

　5 月 13 日（木）・27 日（木）　

　19 時 30 分 ま で　　　　　　

▼自動車税の問合せ　　　　  　

　北海道石狩振興局納税課  　   

　（☎ 011 － 281 － 7910）

▼軽自動車税の問合せ　　　　　

　納税課（☎ 23 － 2341）

税 金

5 月は自動車税・軽自動車税

の納付月です

【住民環境部環境生活課】

　町民生活係長～佐々木和美　

【住民環境部住民課】

　住民課長～進藤理

【福祉部福祉課】

　福祉課長～江口昇

　福祉課主幹（障がい担当）　　

　～石川恵

　福祉係長～曽禰正子

【福祉部子育て推進課】

　子育て推進課参事～舘田博道

　子育て推進課主幹（子ども担当）

　～堤葉子

【経済部】

　経済部参事～三上晶

【経済部農林課】

　農林課主幹（農務担当・北海道

　より派遣）～林健次

　農務係長～遊佐博憲

【建設水道部建設課】

　建築住宅係主査～飛山朋弘

【出納室】

　会計管理者～森忠明　　　　

【教育委員会管理課】

　総務係長～村上賢二

【教育委員会社会教育課】

　社会教育課長～中谷茂実

【教育委員会学校給食センター】

　給食係長～浪岡勉

【議会事務局】

　議会事務局次長～五十嵐一夫

●４月１日付新規採用者

　樺澤康、西脇孝行、清水基、　

　村田大樹、中村和樹、田中大樹

●３月３１日付定年退職者

　武井久幸、出口秀男、　　　　

　野生須敏夫、東志諭、森宮薫、

　東方一洋、石戸一夫、館田憲光

▼担当　総務課人事係

　（☎ 23 － 2330）

　　各種相談員のご紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　行政相談委員は、行政に関する苦情や要望などの相談を受けて助言や関

係機関への通知を行います。秘密は厳守します。　　　　　

●行政相談委員

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　秋場　信一　委員　　　　　　　　　古谷　陽一　委員　　　　

　　　（弥生・☎ 23 － 2316）            　　（中小屋・☎ 27 － 2203）

　　　石川清美相談員　　　　
（元町・電話２２－２７３６）

　　　三浦勇吉相談員　　　
（春日町・電話２２－０６３０）

　北海道から委嘱された相談員が、身体・知的障がいの方や保護者の方の

福祉に関する相談と地域における障がい者の相談等を受けています。秘密

は厳守します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●身体障害者相談員及び地域相談員　●知的障害者相談員及び地域相談員
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　江別保健所では、感染者を早期

発見・早期治療するため、感染の

可能性が疑われる対象者の方に、

Ｂ型及びＣ型の肝炎ウイルス検査

を無料で実施いたします。事前に

予約が必要となります。　　　　

▼対象者

　・輸血や臓器移植を受けたこと

　がある方

　・フィブリノゲン製剤、輸入非

　加熱血液凝固因子製剤を投与さ

　れた方

　・集団予防接種された方

　・そのほか感染の可能性が疑わ

　れる方等

▼実施日　　　　　　　　　　　

　5 月 10 日（月）、19 日（水）・

　6 月 2 日（ 水 ）、16 日（ 水 ）・

　7 月 7 日（水）、21 日（水）

※平成 23 年 3 月まで毎月 2 回実施

▼時間　9 時から 16 時 30 分

▼実施場所　江別保健所　　　　

▼申込み・問合せ　　　　　　　

　江別保健所　　　　　　　　　

　子ども・保健推進課保健予防係　

　（☎ 011 － 383 － 2111）　　

　篠津地域農業体験学習で田植え

体験の参加者を募集します。　　

▼開催日時　　　　　　　　　　

　5 月 29 日（土）午前 10 時　

▼開催場所　　　　　　　　　　

　篠津運河沿い　川南揚水機場周

辺（東裏 34 線南 3 号）　　　　

　当別駅から会場まで無料送迎車

運行（8 時 30 分～ 9 時 30 分の

間に 2 便）　　　　　　　　

▼内容　田植え、施設見学、農産

　物直販、運河ボート下り

▼募集人員　　　　　　　　　　

　定員 300 名になり次第締め切

ります。　　　　　　　　　　　

▼参加申込　　　　　　　　　　

　電話・FAX・e-mail　　

　（子供一人でも参加可。未就学

　児は保護者同伴）　　　　　　

▼申込締切　5 月 21 日（金） 

▼参加費　　無料　　　　　　　

▼昼食　　　　　　　　　　　　

　昼食コーナーにて販売します。

　弁当持参も可。　　　　　　　

▼申込み・問合せ

水土里ネットしのつ中央・篠津中

央土地改良区　総務課総務係

（☎ 23 － 2359/FAX23 － 2584/

e-mail : sakamoto@shinotsu-

chuoh.jp）

募 集

田植え体験の

参加者を募集します

平成 22 年度肝炎検査日程　

（5・6・7 月実施分）

　小中学校の児童生徒の通学で運

行しているスクールバスに地域の

方々が乗車できます。児童生徒が

乗降している停留所及びＪＲ駅か

ら乗降車ができます。

　乗車を希望する場合は、必ず前

日の午後４時までに教育委員会へ

ご連絡をください。なお、乗車定

員数以上の場合は、乗車をお断り

することがあります。

▼運行路線　　　　　　　　　　

◎通年運行　　　　　　　　　　　

　●当別小・中学校　＜上当別、金

　沢、　中小屋、蕨岱、東裏＞

　●西当別小・中学校　　　　　　

　　＜高岡、川下右岸＞　　　　　

　●弁華別小・中学校　＜弁華別＞

◎冬期間運行（11 月から 3 月まで）

　●当別小・中学校　＜川下＞　

▼運行時間　　　　　　　　　　

　登校時 1 便、下校時に 14 時台

と 15 時台に各１便ずつ。　　　

　※各学校の日課に合わせて時間

を決定しているため、毎日定時運

行をしているわけではなく、目安

としての時間です。　　　　　　

▼運行日

　学校の授業がある日　　　　　

　（休業日は、土・日曜日、祝日、

　夏・冬・春休み、開校記念日、　

　臨時休校などです。）　　　　

▼問合せ　

　町教委管理課学校教育係

（☎ 23 － 2689/FAX23 － 3114/

e-mail : kyokan2@town.tobetsu.

hokkaido.jp）

＊ FAX 及びメールでお申し込み

の場合は、教育委員会から折り返

し確認のご連絡をいたしますので、

連絡先を必ずご記入ください。

バ ス

スクールバスに地域の方も

乗車できます

　町内での自転車盗難の多くは、

鍵をかけていない、もしくはサー

クル錠 1 個での被害がほとんど

です。盗まれないために、自宅前

や自転車置き場で、前と後ろに 2

個以上の鍵をかけましょう。　　

　防犯登録は自転車店でできま

す。（登録料 500 円）

▼問合せ

　札幌方面北警察署　当別交番

　（☎ 23 － 2151）

防 犯

自転車に

鍵をかけましょう
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　障害者自立支援法による障害福祉サービス、補装具、

地域生活支援事業の利用者負担額の軽減基準が変わり

ました。　

◎対象となるサービス

　・障害福祉サービス

　・補装具

　・地域生活支援事業（移動支援事業・日中一時支援

　　事業・日常生活用具給付事業）

◎対象となる方　　

　町民税非課税世帯

　（利用者が成人の場合は、本人および配偶者の課税

　状況が基準。利用者が児童の場合は、利用者の保護

　者の属する世帯全員の課税状況が基準。）　

◎利用者負担額　　無料

▼問合せ　

　福祉課障がいサービス係　

　（ゆとろ内・☎ 25 － 2665）

障がい者の利用者負担額が変わります

　当別町では、「とうべつ健康プラン 21」の推進を図

るために、健康づくりに関連する団体や保健医療福祉

機関等から推薦される方とともに、健康づくりについ

て検討する委員を募集します。

▼応募資格　町内に在住している 20 歳以上の方

　（平日の午後から 2 時間程度の会議を年 2 回予定し

　ています（18 時以降の場合あり））　　

▼任期　平成 24 年 3 月 31 日まで　

▼募集人数　1 名

▼応募方法

　住所・氏名・年齢・性別・連絡先の電話番号及び応

募動機（健康づくりに関する考えや意見）を記載した

ものを、5 月 21 日（金）までにメール、FAX、郵送

などで提出してください。

▼申込み・問合せ

　福祉課保健サービス係 

　（ゆとろ内☎ 23 － 2346/FAX25 － 5018/

　e-mail : hukshi2@town.tobetsu.hokkaido.jp）

とうべつ健康プラン２１検討委員　　　　
を募集します

▽集計期間は平成 21 年 1 月から 12 月です

▼問合せ

農業委員会事務局（☎ 23 － 3279）

農地の賃借料情報を提供します

田（水稲）の部
（10a 当り、単位：円 / 年） 締結（公告）された地区名

畑（普通畑）の部
（10a 当り、単位：円 / 年）

平均額 最高額 最低額 データ数 平均額 最高額 最低額 データ数

16,600 19,500 5,000 211

青山・弁華別・茂平沢・六軒町・

中小屋・金沢・樺戸町・若葉町・

上当別・下川町・本町市街地

7,000 7,640 5,000 18

18,600 20,000 15,500 78 東裏・対雁・蕨岱町 7,700 9,000 7,500 8

18,200 24,050 13,650 63
川下・当別太・獅子内の一部・

ビトエ・太美市街地
6,300 8,000 5,000 15

18,700 19,500 18,500 6 高岡・獅子内の一部 7,400 7,500 7,000 17

15,900 20,885 15,000 60 当別ダム以北 5,000 5,000 5,000 3

17,600 － － 418 当別町平均 6,680 － － 61

農地法が改正され、標準小作料制度が廃止されました。賃借料を決定する際の目安としてください。

▽データ数は、筆数の合計です。平均額は四捨五入し

ています。

▽平均額は、各区分の平均値をデータ数により加重平

均した値です。


